
06類 

0602.90 １．盆栽  

 

輸出統計品目表第 0602.90号において、「盆栽」とは、剪（せん）定や針金掛け等の技巧を凝ら

して樹の成長を抑制し、盆型の鉢植えで栽培されたものをいう。実務的には、輸出申告の際に、

植物防疫法施行規則（昭和 25年農林省令第 73号）第 30条第１項の規定により植物防疫所より発

給された合格証明書の品名欄に「BONSAI TREE」の記載が確認できるものに限り、本号の「盆栽」

として取り扱うこととする。  

 


